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内
宴
考

一

大
曽
根
章
介
氏
は
、
菅
原
道
真
の
考
え
て
い
た
詩
を
、
「毛
詩
』
大
序
の

「詩
者
志
之
所
レ
之
也
、在
レ
心
為
レ
志
、発
生
百
為
レ
詩
」
に
基
づ
く
も
の
と

し
て
、公
宴
詩
会
の
際
の
兼
題
擬
作
の
詩
が
本
義
を
外
れ
た
も
の
で
あ
り
、

た
と

へ
凋
心
鎮
骨
し
て
麗
句
を
配
し
衆
人
の
賞
讃
を
得
た
と
し
て

も
、
真
の
詩
か
ら
遠
く
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

２
つ

。

と
述
べ
ら
れ
た
。詩
の
本
質
を
「賦
詩
に
お
い
て
は
、対
象
の
凝
視
と
、
そ

れ
か
ら
生
ず
る
詩
興
が
最
も
肝
要
な
条
件
」
と
す
る
限
り
に
お
い
て
大
曽

籍

錦

襲

型
電

“
［
釘

鍵

蹂

整

舞

註

¨
膵

蹴

も
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、讃
岐
時
代
の
道
真
の
詩
に
は
、公
宴
日
―

内
宴
・重
陽
宴
等
―
が
来
る
毎
に
、京
都
に
い
て
公
宴
に
参
加
し
詩
を
賦

し
て
い
た
時
代
を
回
想
す
る
措
辞
が
数
多
く
見
出
せ
る
。そ
の
後
、京
都

幸

司

へ
戻
っ
た
道
真
は
、
「
四
時
王
沢
を
歌
ふ
こ
と
を
慶
め
ず
　
長
く
詩
臣
の

外
臣
た
る
こ
と
を
断
た
む
員
『菅
家
文
草
』四
。
３２４
ヨ
一月
三
日
侍
於
雅
院
賜
侍

臣
曲
水
之
飲
応
製
し
と
、一示
都
で
「詩
臣
」
と
し
て
「王
沢
を
歌
ふ
こ
と
」
を

願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。道
真
、或
い
は
、
そ
の
当
時
の
文
人
に
と

つ
て
、

公
宴
で
詩
を
賦
す
こ
と
は
文
句
無
し
に
名
誉
な
こ
と
で
あ
つ
た
。

し
か
し
言
志
詩
人
と
し
て
の
道
真
の
研
究
は
多
く
な
さ
れ
て
い
る
け

れ
ど
も
、公
宴
詩
に
関
し
て
は
―
道
真
に
限
ら
ず
―
殆
ど
考
察
が
な
さ
れ

て
い
な
い
。例
え
ば
、
正
史
を
繕
く
と
文
徳
朝
辺
か
ら
賦
詩
記
事
は
ほ
ぼ

公
宴
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
に
疑
い
は
な
い
の
に
関
わ
ら

ず
、
で
あ
る
。
ま
た
公
宴
儀
式
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
注
意
が
払
わ
れ
て

い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
で
あ
る
。近
年
史
家
の
間
で
は
儀
式
研
究
が
盛

難

賢

駆

鐸

嘉

一嘩

旬
襲

羮

襲

研
究
に
持
込
む
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、現
行
の
儀
式

研
究
で
は
比
較
的
軽
視
さ
れ
て
い
る
賦
詩
中
心
の
儀
式
に
関
し
て
は
、文

学
研
究
の
側
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

滝
り||
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公
宴
の
中
で
も
、内
宴
・重
陽
宴
は
、道
真
を
始
め
と
す
る
文
人
達
が
、

参
加
を
名
誉
と
し
た
詩
宴
で
あ
る
。本
稿
で
は
、そ
の
中
の
内
宴
を
取
り

上
げ
て
考
察
を
加
え
る
。

内
宴
に
つ
い
て
は
、
「古
事
類
苑
』歳
時
部
に
、

内
宴
ハ
、正
月
下
旬
ヲ
以
テ
、天
皇
宮
禁
二
於
テ
、
私
宴
ヲ
設
ケ
、侍

臣
等

二
賜
フ
所
ナ
リ
、其
主
ト
ス
ル
所
ハ
、賦
詩
二
在
リ
テ
、餘
ノ

宴
会
ト
ハ
大
二
異
ナ
リ
、長
元
以
後
中
絶
セ
シ
ガ
、保
元
三
年
、藤

鬼
翻愕
蝙
新
鮮
瀬
移
鮮
往
「ヽ古事類苑あ

範
囲
を
出
な
い
。

近
年
の
研
究
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
最
早
古
典
的
な
研
究
で
は
あ

る
が
、内
宴
の
起
源
を
探
る
倉
林
正
次
氏
「正
月
儀
礼
の
研
究
Ｌ
饗
宴
の

研
究
（儀
礼
篇
と
（桜
椰
仕
・昭
和
四
十
年
）、
及
び
、平
安
朝
に
お
け
る
内
宴

の
展
開
を
も
考
察
す
る
波
戸
岡
旭
氏
「内
宴
と
道
真
の
詩
員
儀
礼
文
化

２０
。平
成
六
年
二
月
）
で
あ
ろ
う
。
」ゝ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、次
節
以
降
の
論

述
で
触
れ
て
い
く
（以
下
両
氏
の
見
解
は
こ
の
二
論
文
に
よ
る
）。

二

「内
宴
」
は
い
つ
頃
か
ら
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
諸
家
が

引
か
れ
て
い
る
が
、次
の
例
が
参
考
に
な
ろ
う
。

（正
月
）
己
響
ご
帝
傷
二
千
近
臣
蔦
命
レ
楽
賦
レ
詩
。
其
預
レ
席
者
不
レ

過
二
数
人
一
。此
復
弘
仁
遺
美
。所
謂
内
宴
者
也
。
（『文
徳
実
録
』仁
寿

四
年
）

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
「内
宴
」
は
、
「弘
仁
」
＝
嵯
峨
朝
に
起
源
を
持
つ

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、周
知
の
よ
う
に
、菅
原
道
真
編
「類
衆
国
史
』歳
時

部
｛
内
宴
」
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。

内
宴

興
製は嗣嘲幹画鍵
霙
鰺
鋼
姉漿
¨

蜘
ぽ
酵
膚
軋
疇
ｏ曲
二
宴
後
殿
■
奏
二
女
楽

Ｌ
賜
二
侍
臣
綿

一有
レ

差
。
九
年
正
月
乙
巳
。
曲
宴
。侍
臣
賜
綿
有
レ
差
。

廿

十
年
正
月
乙
亥
。曲
宴
。

淳
和
天
皇
天
長
八
年
正
月
己
未
。於
二
仁
寿
殿
一内
宴
。令
レ
賦
二
春

妓
応
製
詩
一。
日
暮
賜
レ
禄
有
レ
差
。

（以
下
略
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、少
な
く
と
も
道
真
は
「内
宴
」
の
起
源
を
平
城
朝
大

同
四
年
に
置
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
「文
徳
実
録
」
と
は
岨
嬬
す
る
こ

と
に
な
り
、
「内
宴
」
の
起
源
を
考
え
る
場
合
の
問
題
点
と
な
る
。以
下
、

憶
測
で
は
あ
る
が
、私
見
を
述
べ
る
。先
ず
、注
意
さ
れ
る
の
は
、天
長
八

請

愕

劉
鰤
年
中
罐
晰

Ｆ

は
婦
膠
い
に
か
掲
警

蒙

製

さ
れ
て
い
て
も
、正
月
の
恒
例
の
「内
宴
」
を
指
さ
な
い
こ
と
も
あ
る
の

で
な
礼
。例
え
ば
、弘
仁
二
年
の
買
四
月
）丙三
寅
。内
宴
。奏
Ｌ
と

（『日
本
後
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紀
し
の
記
事
は
、明
ら
か
に
恒
例
の
「内
宴
」
で
は
な
い
。
「文
徳
実
録
』
で

は
「弘
仁
の
遺
美
」
と
、
弘
仁
期
に
「内
宴
」
の
起
源
を
置
い
て
い
た
が
、

「類
衆
国
史
』
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、正
月
二
十
日
辺
の
曲
宴
は
、弘
仁

期
に
は
恒
例
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
「文
徳
実
録
」
の
表
現
と
し
て
現

わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「類
衆
国
史
」
で
は
、そ
れ
以
前
に
大
同
四

年
の
記
録
が
あ
る
。
」ゝ
れ
は
、道
真
が
「類
衆
国
史
」を
編
纂
し
た
時
に
は

「内
宴
」
は
恒
例
の
公
宴
と
し
て
確
立
（後
述
）
し
て
お
り
、そ
の
起
源
を
求

め
て
、正
月
二
十
日
辺
の
内
宴
（或
い
は
曲
宴
）を
探
っ
た
結
果
、平
城
朝

大
同
四
年
正
月
が
導
き
出
さ
れ
た
、と
考
え
ら
れ
よ
う
か
。事
実
、
正
史

で
、正
月
二
十
日
辺
の
曲
宴
は
、
」ゝ
の
大
同
四
年
の
記
事
し
か
見
出
せ
な

か
¨
康
わ
』
『
世
し
、一人
同
の
曲
宴
が
「内
宴
」
と
同
じ
で
あ
っ
た
か
は
定

「内
宴
」
の
起
源
を
記
す
文
献
に
つ
い
て
憶
測
を
述
べ
た
が
、
天
長
期

に
入
っ
て
「内
宴
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
関
し
て
は
、未
だ

明
確
な
答
を
見
出
せ
な
い
。先
述
し
た
よ
う
に
内
宴
と
曲
宴
は
同
義
で

あ
る
。殊
更
に
、
正
月
二
十
日
辺
の
宴
を
「内
宴
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
の

は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。波
戸
岡
氏
が
『年
中
行
事
抄
」内
宴
条
の
興
味
深

い
資
料
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

唐
暦
云
、太
宗
貞
観
三
年
春
正
月
甲
子
、上
内
二
宴
貴
臣
一。
中
書
侍

郎
干
志
寧
不
レ
預
。
上
に
レ
之
。左
右
奏
日
、勅
召
■
一一品
已
上
Ｌ
志

寧
二
非
三
品
一、
所
以
不
ン
来
。
因
特
令
レ
預
レ
宴
。

氏
は
、
「旧
唐
書
』
で
こ
の
宴
を
確
認
し
、そ
こ
に
「内
殿
宴
」
と
あ
っ
て

「内
宴
」
と
は
な
く
、
「奥
向
き
の
内
殿
で
催
さ
れ
た
宴
で
あ
る
か
ら
、

内
々
の
宴
で
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
の
事
は
不
明
で
あ

り
、
」ヽ
れ
を
わ
が
国
の
内
宴
の
淵
源
と
す
る
の
に
は
、慎
重
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、中
国
に
は
正
月
行
事
と
し
て
の
内

宴
の
例
は
正
史
に
み
あ
た
ら
ず
、ま
た
内
宴
の
語
自
体
の
用
例
も
き
わ

め
て
少
な
い
。」
と
述
べ
ら
れ
た
。氏
が
「未
詳
」
と
さ
れ
た
「唐
暦
」
は
、

経

ぽ

墨

鵡

酔

難
ど

れ

誕

囃

町
鍋

契

梁

に

宴
」
は
、波
戸
岡
氏
も
引
く
道
真
の
詩
序
に
「夫
れ
早
春
の
内
宴
は
、荊

楚
の
歳
時
に
開
か
ず
、姫
漢
の
遊
楽
を
踵
ぐ
に
あ
ら
ず
。
君
の
故
を
作

せ
し
自
り
、我
が
聖
朝
に
及
べ
り
。」
合
菅
家
文
草
〓
Ｔ
・４８
「早
春
内
宴
侍
仁

寿
殿
同
釈
抹
娃
無
気
力
応
製
序
し
と
あ
る
よ
う
に
、我
が
国
独
自
の
行
事

で
あ
る
が
、
」ゝ
の
宴
を
「内
宴
」
と
称
す
る
に
は
、何
等
か
の
根
拠
が
必

要
で
あ
り
、憶
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
が
「唐
暦
』
の
記
事
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
太
宗
の
内
宴
は
「正
月
甲
子
」
、
つ
ま

り
子
日
に
催
さ
れ
た
。
そ
こ
に
、我
が
国
の
「内
宴
」
と
の
関
わ
り
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「内
宴
」
と
子
日
の
関
係
は
、
「清
涼
記
員
『撰
集
秘
記
』所
引
）
や
「北
山

抄
」
に
買
内
宴
の
日
程
は
）廿

一
二
三
日
の
間
、若
し
子
日
有
ら
ば
便
ち
其

の
日
を
用
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
密
接
で
あ
る
し
、倉
林
氏
は
、
天
長
十
年

の
「内
宴
」
が
正
月
十
二
日
の
子
日
、承
和
十

一
年
が
同
十
七
日
の
子

日
に
挙
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
翁
内
宴
」は
通
常
正
月
二
十
日
辺
に

行
な
わ
れ
る
が
Ｙ
」
れ
は
そ
の
日
が
中
子
の
日
に
相
当
し
て
い
る
が
た
め

に
繰
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。」
と
し
、
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こ
れ
ら
の
例
を
な
が
め
る
と
、子
日
の
内
宴
期
日
決
定
に
及
ぼ
す

影
響
力
は
、予
想
以
上
に
強
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。内
宴
の

期
日
は
七
日
節
会
や
十
六
日
節
会
な
ど
の
よ
う
に
、当
初
か
ら
期

日
を
先
に
立
て
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
一十
日
か

ら
二
十
二
日
ま
で
の
間
を
前
後
浮
動
し
た
状
態
で
長
い
問
行
わ
れ

て
い
て
、次
第
に
二
十

一
日
に
固
定
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。そ
う

し
た
事
情
に
あ
っ
た
の
で
、子
日
と
い
う
行
事
期
日
の
与
え
る
影

響
も
強
か
っ
た
も
の
と
思
う
。内
宴
の
起
源
と
目
さ
れ
て
い
る
弘

仁
四
年
の
宴
会
は
、正
月
二
十
二
日
に
持
た
れ
、そ
れ
は
子
日
の
曲

宴
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。
内
宴
の
出
発
に
は
、
そ
の
最
初
か

ら
子
日
の
曲
宴
と
の
関
係
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
た
。
「内
宴
」
の
成
立
過
程
に
子
日
が
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
子
日
と
密
接
な
関
わ
り
を
持

っ
た
正
月
二

十
日
辺
の
宴
が
内
宴
と
呼
ば
れ
る
の
に
、
中
国
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ

た
私
宴
―
太
宗
の
内
宴
―
を
、子
日
と
の
関
わ
り
で
、典
拠
と
し
て
「内

宴
」
と
称
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
こ
れ
も
憶
測
に
過
ぎ
な
い
。
何
故
天
長
期
か
ら
「内
宴
」
と
い

う
表
現
に
な
っ
た
の
か
は
、
「唐
暦
」
が
こ
の
前
後
か
ら
典
拠
。本
文
と
し

て
利
用
さ
れ
た
と
い
う
確
証
が
な
い
限
り
、不
明
で
あ
る
。結
局
は
、
「曲

宴
も
内
宴
も
、も
と
は
公
宴
で
は
な
く
、内
々
の
宴
と
い
う
意
味
で
用
い

ら
れ
た
同
義
語
で
あ
っ
た
が
、淳
和
天
皇
朝
以
後
は
、特
に
正
月
二
十
・

二
十

一
二
一十
二
日
の
間
に
催
さ
れ
る
公
宴
を
、内
宴
と
称
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
員
波
戸
岡
氏
。但
し
、公
宴
と
な
っ
た
時
期
に
つ
い

て
は
私
見
と
異
な
る
。次
節
参
昭
じ
と
い
う
こ
と
以
上
は
い
え
な
い
の
で
あ

２
つ

。

三

先
述
し
た
よ
う
に
「内
宴
」
は
当
初
曲
宴
と
同
義
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
臨
時
の
宴
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
恒
例
儀
式

・節
会
で
は
な

か

っ
た
。
「公
宴
」
と
な

っ
た
時
期
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

工
藤
重
矩
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

六
国
史
の
内
宴
で
の
（文
人
の
）呼
称
は
、弘
仁
四
年
文
人
、承
和
元

年
詞
客
、
同
五
年
知
文
之
士
、
同
六
年
知
文
之
者
、
同
九
年
知
文
之

士
、
同
十
二
年
文
人
、
同
十
三
年
詞
客
、嘉
祥
二
年
文
人
で
、以
降
は

す
べ
て
文
人
。初
期
の
内
宴
は
公
的
行
事
で
は
な
い
。
他
節
で
は
定

着
し
て
い
た
文
人
の
語
が
用
い
ら
れ
な
い
の
は
、逆
に
、文
人
が
節

会
の
賦
詩
者
を
強
く
意
識
さ
せ
る
語
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
か
も

し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、内
宴
が
行
事
と
し
て
定
着
す
る
と
自
然
に
文

人
を
用
い
る
の
で
あ
ろ
鈴ヽ
¨

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「内
宴
」
は
仁
明
朝
末
以
後
節
会
と
し
て
定
着
し
た

よ
う
で
あ
る
。更
に
仁
和
元
年
に
藤
原
基
経
が
奉
っ
た
「年
中
行
事
御
障

子
」
に
「内
宴
」
の
項
目
が
あ
る
。
「年
中
行
事
御
障
子
」
は
、
「西
宮
記
」
、

「北
山
抄
』
の
よ
う
な
後
世
の
私
撰
儀
式
書
編
纂
の
共
通
基
盤
と
な
る
年

中
行
事
＝
公
事
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、工
藤
氏
の
論
と
矛
盾
せ
ず
、
そ
の
頃
ま
で
に
は
節
会
と
し
て
確
立
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（Ｈ
）

し
た

の
で
あ

ろ
う
。

公
宴
と
し
て
の
「内
宴
」
の
儀
式
次
第
は
、村
上
朝
に
編
纂
さ
れ
た
「清

涼
記
号
「蔵
人
式
穴
二
書
共
に
『撰
集
秘
記
」所
引
）
に
記
さ
れ
て
お
り
、後
の

『西
宮
記
』
、
「北
山
抄
」と
ほ
ぼ
同
様
な
記
述
で
あ
る
。恐
ら
く
は
節
会
と

し
て
確
立
し
た
頃
の
儀
式
次
第
も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

れ
以
前
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
工
藤
氏
が
指
摘
さ
れ
た
「文
人
」

の
登
場
以
前
は
、ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

「文
人
」
は
、
工
藤
氏
が
詳
細
に
考
察
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、節
会
で
の

献
詩
者
で
あ
り
、
「文
人
」
と
し
て
の
「禄
」も
支
給
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、節
会
以
前
の
「内
宴
」
で
は
公
に
定
め
ら
れ
る
専
門
の
献
詩
者
が

い
な
い
の
で
あ
る
。

承脚
晦
輔̈
宴醜
弼
韓婦は調賠「頌蹂
戸
外、内記

及
直
校
書
殿
一文
章
生

一
両
人
、殊
蒙
二
恩
昇
一
、共
賦
二
春
色
半
喧

寒
之
題
一
。宴
詑
賜
レ
禄
。
（『続
日
本
後
紀
じ

こ
の
記
述
か
ら
は
「公
卿
近
臣
」
が
「内
宴
」
に
召
さ
れ
る
こ
と
が
前
提

で
、
そ
れ
「以
外
」
に
「内
記
及
び
校
書
殿
に
直
せ
る
文
章
生

一
両
人
」
が

「殊
に
恩
昇
を
蒙
ぶ
り
て
」
参
加
し
、
「共
に
」
詩
を
賦
し
た
と
読
み
取
れ

る
。
つ
ま
り
参
加
し
た
公
卿
も
含
め
て
全
員
が
詩
を
賦
し
た
の
で
あ
る
。

同
様
な
こ
と
は
承
和
五
年
の
「公
卿
及
び
文
を
知
る
士
を
喚
び
て
、雑
言

遊
春
曲
の
題
を
賦
せ
し
む
員
『同
前
し
、ま
た
翌
六
年
の
「公
卿
及
び
文

を
知
る
者
三
四
人
、昇
殿
を
得
た
り
。同
じ
く
雪
裏
梅
の
題
を
賦
す
員
『同

前
し
の
記
述
に
も
読
み
取
れ
る
。初
期
の
「内
屋

は
参
加
者
す
べ
て
が
詩

鵠

け
紋
い
疑
動
時
髭

黎

ば

隋

群

一
謝
罐
は
議

課
せ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
「賜
禄
」
さ
れ
る
「文
人
」
の
参
加
の
な
い
初
期

の
「内
宴
」
と
は
、性
格
を
異
に
し
よ
う
。或
い
は
、参
加
者
全
員
が
詩
を

献
ず
る
こ
と
が
な
い
場
合
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。公
宴
以
前
の
内

宴
は
、
詩
を
以
て
君
臣
が
交
わ
る
宴
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
う

一
点
、
「内
宴
」
の
確
立
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。参
加
者
と

し
て
の
「近
臣
Ｌ
近
習
」
で
あ
る
。先
に
引
用
し
た
承
和
二
年
の
記
事
に

も
「近
臣
」
が
召
さ
れ
て
い
た
が
、正
史
の
「内
宴
」
記
事
で
は
他
に
仁
寿

二
年
、貞
観
二
圭
丁
六
・八
・十
二
・十
六
・十
七
年
、
元
慶
元
二
丁
四
年
、

仁
和
元
年
に
見
え
る
。公
事
と
し
て
の
「内
宴
」
が
確
立
し
た
後
も
含
ま

れ
る
が
「内
宴
」
の
性
格
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
思
わ
れ

２一
。正
史
記
事
に
見
え
る
「近
臣
」
に
つ
い
て
は
古
瀬
奈
津
子
氏
が
詳
細
に

考
証
さ
れ
て
い
る
。
氏
の
論
に
よ
っ
て
述
べ
る
。

氏
は
、
近
臣
。近
習
は
、百
官
と
い
う
官
僚
機
構
と
は
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

“
訂
な
「
り
、
（中
略
）
天
皇
の
私
的
伺
侯
者
と
定
義
す
る
こ
と
が

と
し
、そ
の
役
割
と
し
て
「天
皇
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
場
で
あ
る
仁
寿
殿

や
清
涼
殿
に
お
け
る
行
事
や
宴
に
参
加
す
る
こ
と
」
と
論
じ
ら
れ
た
。

「近
臣
「
近
習
」
を
選
ぶ
制
度
と
し
て
「昇
殿
制
」
が
あ
り
、
そ
こ
で
選
ば

れ
た
「近
臣
Ｌ
近
習
」
は
基
本
的
に
は
昇
殿
出
来
る
人
全
て
を
指
す
が
、
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平
安
初
期
で
は
そ
れ
以
後
の
よ
う
に
公
卿
全
員
が
昇
殿
出
来
る
わ
け
で

は
な
く
、公
卿
全
員
を
必
ず
し
も
「近
臣
」
と
は
い
わ
な
い
の
で
あ
る
。但

し
、平
安
前
期
に
お
い
て
は
、
「政
治
の
表
面
で
活
躍
す
る
存
在
で
は
な

か
っ
た
員
古
瀬
氏
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
「近
臣
」
は
天
皇
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
臣
下
な
の
で
あ
る
。
そ

の
集
り
と
し
て
「内
宴
」
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
百
官
全
て
が
供
奉
す

る
「朝
拝
」
の
よ
う
な
国
家
的
饗
宴
と
は
性
格
の
異
な
る
、
「密
宴
」
と
し

て
の
「内
宴
」
の
あ
り
か
た
を
看
取
で
き
る
。

し
か
し
「内
宴
」
が
公
宴
と
し
て
確
立
し
た
宇
多
朝
以
後
、
「近
臣
」
は

公
的
な
力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
政
治
の
表
面
に
も
現
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
天
皇
の
私
的
な
場
で
あ
っ
た
清
涼
殿
が
政
務
の
場
を
兼
ね
る
よ

う
に
な
っ
て
起
こ
っ
た
状
況
で
あ
る
。

平
安
前
期
に
は
清
涼
殿
や
仁
寿
殿
と
い
っ
た
天
皇
の
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
の
場
に
お
い
て
登
場
し
て
き
た
近
臣
・近
習
＝
昇
殿
を
許
さ
た

人
が
、宇
多
朝
以
降
、
天
皇
の
日
常
政
務
の
場
で
も
あ
る
清
涼
殿
に

侍
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
、
殿
上
人
た
ち
は
天
皇
の
私
的
側

近
で
あ
る
と
共
に
、
公
的
に
も
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
（古
瀬
氏
）

こ
の
こ
と
は
「私
宴
Ｌ
密
宴
」
で
あ
っ
た
「内
宴
」
が
、参
加
者
の
レ
ベ

ル
ま
で
公
宴
に
な
っ
た
こ
と
を
も
意
味
し
よ
う
。
」ゝう
し
た
変
化
―
文

人
の
登
場
・参
加
者
の
質
的
変
化
―
が
仁
明
朝
末
か
ら
宇
多
朝
に
か
け

て
起
こ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

四

「内
宴
」
は
「公
事
根
源
」
に
、

内
宴
と
申
す
は
、
う
ち
う
ち
の
節
会
な
り
、
仁
寿
殿
に
て
行
な
は

２
つ

。

と
あ
る
よ
う
に
、
「う
ち
う
ち
の
節
会
」
で
あ
る
。
」ゝう
し
た
性
格
は
「内

宴
」
で
作
製
さ
れ
た
詩
序
に
も
見
え
る
。

夫
上
月
之
中
、有
二
内
宴
・者
、先
来
之
旧
貫
也
。則
大
内
之
深
秘
、

路
寝
之
宴
安
。威
厳
腿
尺
、顧
疇
密
迩
。是
以
雖
・一元
老
執
卿

預ヽ
二

侍
其
事
・者
、僅
十
以
還
也
。
時
有
二
制
詔

、及
二
才
人
一者
。知
レ
文

之
人

一
二
、得
レ
上
二
其
雲
漢
一焉
。蓋
明
王
之
所
三
以
慎
二
密
其
内
ヽ

豊
可
レ
屯
二
其
脂
膏
・者
乎
。
（後
略
）

含
本
朝
文
粋
』十
一
・
３４‐
「早
春
侍
宴
清
涼
殿
翫
鴬
花
応
製
」小
野
堂
）

（前
略
）時
也
翠
幌
高
開
、珠
簾
競
撥
。留
二
万
機
於

一
日
・、翫
■
二
春

於
二
旬
孔
非
二
彼
恩
容
侍
臣
、勅
喚
文
士
・、未
二
曾
清
談
遊
宴
、夢

想
追
歓
・者
乎
。
（後
略
）

貧
同
」八
・
２‐５
「早
春
侍
宴
同
賦
春
暖
応
製
」菅
原
道
真
）

（前
略
）
聖
上
順
天
喜
気
、助
人
歓
情
、在
此
嘉
辰
、賜
以
密
宴
。
（後

略
）η
同
』
十

一
。
３２。
「早
春
侍
内
宴
同
賦
晴
添
草
樹
光
応
製
」
大
江
朝

綱
）

こ
れ
ら
の
例
に
見
え
る
よ
う
に
、
「内
宴
」
と
は
、
「先
来
の
旧
貫
」
、
「大

内
の
深
秘
」
で
あ
り
、
「元
老
執
卿
」
と
雖
も
、
「僅
十
以
還
」
し
か
参
加
で
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き
な
い
、
つ
ま
り
「恩
容
の
侍
臣
」
の
み
が
宴
に
侍
り
得
る
の
で
あ
り
、

「知
文
の
人

一
二
」
＝
「勅
喚
の
文
士
」
し
か
「雲
漢
」
に
上
り
得
な
い
「密

離

醐

郭

藤

産
解

機

雛

祖
重
屹

窯

辱

ほ

曇

せ

「内
宴
」
の
こ
う
し
た
性
格
は
、
具
体
的
に
何
処
に
由
来
す
る
の
か
。前

節
で
論
じ
た
形
成
期
の
「内
宴
」
な
ら
ば
、
公
事
で
な
い
、
天
皇
の
私
宴
で

あ
る
だ
け
に
「密
宴
」
と
し
て
の
性
格
が
色
濃
い
の
も
当
然
で
あ
る
が
、

節
会
と
し
て
確
立
し
た
「内
宴
」
に
も
そ
う
し
た
性
格
を
認
め
る
こ
と
が

出
来
る
か
ど
う
か
は
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。先
に
引
い
た
「内

宴
」
詩
序
の
、後
の
二
例
は
「内
宴
」
が
公
事
と
し
て
完
成
し
た
後
の
作
で

あ
る
。公
宴
と
し
て
の
「内
宴
」
の
「私
」
の
性
格
も
検
討
し
て
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
１
　
参
加
者
に
つ
い
て
―
文
人
―

「内
宴
」
の
前
日
に
、蔵
人
所
の
使
が
、親
王
第
に
行
き
「明
日
可
参
之

状
」
を
伝
え
る
。
同
日
、
「文
人
」
を
召
す
由
の
仰
せ
が
下
さ
れ
る
。
「清
涼

記
」
に
よ
っ
て
当
該
条
を
あ
げ
る
。

蔵
人
頭
奉
レ
仰
令
レ
廻
二
可
レ
参
文
人
等
Ｌ

〈
儒
士
井
文
章
得
業

生
、候
二
蔵
人
所
一文
章
生
、在
二
諸
司
一旧
文
章
生
、オ
学
傑
出
者

一

両
。
但
内
記
依
レ
例
預
之
〉

こ
の
記
述
か
ら
、蔵
人
頭
が
「文
人
」
の
参
集
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。と
こ
ろ
で
、
「内
宴
」
と
同
様
、詩
宴
で
あ
る
重
陽
宴
（菊
花

宴
）
の
場
合
に
つ
い
て
の
規
定
が
「延
喜
式
」
に
あ
る
。

九
月
九
日
菊
花
宴

応
召
二
文
人
一者
、前
二
日
省
簡
二
定
文
章
生
井
諸
司
官
人
堪
レ
属
レ

文
者

造ヽ
レ
簿
預
令
Ｌ
旦
告

当ヽ
日
質
明
、掃
部
寮
設
レ
座
如
レ
常
、輔

以
下
就
レ
座
計
二
列
文
人
「即
造
二
名
簿
・、卿
若
輔
以
二
名
簿
、奉
二
進

内
侍
。
〈
事
見
儀
式
〉
余
節
応
レ
召
二
文
人
一者
准
レ
此
。
（割
中
略
）

貧
延
喜
式
」十
九
式
部
下
）

こ
れ
は
、式
部
省
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、重
陽
宴
で

「文
人
」
を
召
す
の
は
、式
部
省
の
管
轄
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も

「余
節
応
に
文
人
を
召
す
べ
き
は
此
に
准
ぜ
よ
」
と
あ
る
よ
う
に
、他
の

節
会
で
も
同
様
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。式
部
省
が
行
な
う
と
い
う
こ
と

は
、太
政
官
制
下
で
の
行
為
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
「内

宴
」
で
は
、先
に
引
い
た
よ
う
に
蔵
人
頭
が
「文
人
」
を
召
し
て
い
る
。蔵

人
所
は
周
知
の
よ
う
に
天
皇
家
の
家
政
機
関
で
あ
る
。
つ
ま
り
、太
政

官
制
か
ら
外
れ
た
と
こ
ろ
で
「文
人
」
が
召
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
天

皇
と
「内
宴
」
の
文
人
と
の
密
接
な
―
い
わ
ば
私
的
な
―
関
係
が
見
出
せ

２つ
。

２

場
に
つ
い
て

次
に
当
日
の
座
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「蔵
人
式
」
に
詳
細
な
記
述
が

あ
る
。
「内
屋

は
通
常
仁
寿
殿
で
行
な
わ
れ
、出
居
侍
従
や
来
女
等
の
座

も
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、繁
雑
に
な
る
の
で
、
天
皇
、皇
太
子
、
王
卿
、文

人
の
座
だ
け
を
示
す
と
、
天
皇
の
座
は
仁
寿
殿
の
南
廂
の
東
第
二
間
に

あ
り
、皇
太
子
の
座
は
同
じ
く
南
廂
の
東
第

一
柱
の
南
辺
の
貴
子
に
、
王

卿
の
座
は
仁
寿
殿
と
紫
農
殿
を
繋
ぐ
渡
殿
に
、
そ
し
て
文
人
の
座
は
紫

震
殿
の
北
廂
の
責
子
の
東
第

一
間
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
座
の
設
が
当
日
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行
な
わ
れ
る
。

「内
宴
」
が
行
な
わ
れ
る
の
は
仁
寿
殿
で
あ
る
が
、周
知
の
よ
う
に
、平

安
朝
初
期
に
お
い
て
は
、
天
皇
の
常
の
御
在
所
で
あ
り
、プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

な
場
で
あ
る
。
そ
う
し
た
場
で
行
な
わ
れ
る
の
が
「内
宴
」
な
の
で
あ
り
、

「密
宴
」
と
し
て
、ま
た
天
皇
の
「私
」
の
宴
と
し
て
の
性
格
が
看
て
取
れ

卜み
「ヽノ。
「内
宴
」
は
仁
寿
殿
儀
と
し
て
儀
式
書
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、仁
寿

殿
以
外
で
も
行
な
わ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
（別
表
Ⅱ
参
照
）。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
検
討
の
必
要
が
あ
な
資
。

淳
和
朝
天
長
九
年
、宇
多
朝
寛
平
六
年
～
醍
醐
朝
昌
泰
六
年
に
清
涼

殿
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、清
涼
殿
は
、仁
寿
殿
と
共
に
天
皇
の
常
の
御
在

所
で
あ
り
、仁
寿
殿
に
準
じ
て
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
何
故
殊
更
に
清
涼

殿
を
用
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、宇
多
天
皇
は
寛
平
三
年
に
「帝
従

二
東
宮
一
遷
二
御
禁
中
清
涼
殿
■
３
日
本
紀
略
』寛
平
三
年
二
月
十
九
日
条
）

と
、
そ
れ
ま
で
の
居
所
で
あ

っ
た
東
宮
か
ら
清
涼
殿
に
遷
御
し
、
そ
こ

を
―
仁
寿
殿
で
は
な
く
―
常
の
御
在
所
と
し
た
。
」ヽ
の
点
か
ら
考
え
る

と
、
「内
宴
」
は
仁
寿
殿
儀
と
し
て
固
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
天
皇

の
常
の
御
在
所
で
行
う
「私
宴
」
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
そ
の
た
め
に

清
涼
殿
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
但
し
、淳
和
朝
、
醍
醐
朝
に

関
し
て
は
そ
の
理
由
を
明
確
に
出
来
な
い
。

次
に
、文
徳
朝
の
新
成
殿
で
あ
る
が
、新
成
殿
は
、
「文
徳
天
皇
崩
二
於

冷
然
院
新
成
殿
■
貧
三
代
表
塁

天
安
二
年
八
月
二
十

一
日
条
）
と
あ
り
、冷

然
院
の
殿
舎
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
こ
の
崩
御
記
事
に
よ

り
新
成
殿
が
冷
然
院
で
の
常
の
御
在
所
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

文
徳
天
皇
は
、斉
衡
元
年
四
月
十
三
日
に
「帝
自
二
梨
下
院
一、移
二
御
冷
然

院
■
３
文
徳
実
録
し
と
、冷
然
院
に
移
御
し
て
い
る
。
そ
れ
以
後
新
成
殿

を
常
の
御
在
所
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

朱
雀
朝
承
平
二
年
は
弘
徽
殿
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、朱
雀
天
皇
は
延

長
八
年
九
月
二
十
二
日
受
禅
、同
日
「新
帝
自
Ｌ
旦
耀
殿
一遷
二
御
弘
徽
殿

■
貧
扶
桑
略
記
」裡
書
）と
あ
り
、弘
徽
殿
を
常
の
御
在
所
と
し
た
。承
平

六
年
十

一
月
五
日
に
「
天
皇
自
二
飛
香
△
Ｆ
遷
二
常
寧
殿
■
含
紀
略
じ
と

あ
り
、
」ゝ
れ
以
前
に
飛
香
舎
を
常
の
御
在
所
と
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
、
」ゝ
の
間
に
―
或
い
は
そ
の
間
に
別
の
殿
舎
に
移

っ
た
可
能
性
も

あ
る
が
―
弘
徽
殿
か
ら
飛
香
舎
に
に
遷
御
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
承
平
二

年
当
時
の
御
在
所
の
場
所
は
分
明
で
は
な
い
が
、弘
徽
殿
で
あ
っ
た
可

能
性
も
あ
り
、そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
年
の
「内
宴
」も
常
の
御
在
所
で
行

わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

同
じ
く
朱
雀
朝
天
慶
大
年
は
綾
綺
殿
で
行
わ
れ
て
い
る
。朱
雀
天
皇

は
、天
慶
元
年
八
月
二
十
七
日
に
「皇
帝
自
■
〓
手
殿
一遷
一一御
綾
綺
殿
■

貧
本
朝
世
紀
」。「紀
略
」
に
も
同
様
の
記
事
あ
り
）と
綾
綺
殿
を
常
の
御
在
所

に
し
て
い
る
。そ
れ
以
後
遷
御
の
記
事
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
ず
、或
は

天
慶
六
年
時
も
常
の
御
在
所
は
綾
綺
殿
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

村
上
朝
天
慶
十
年
も
綾
綺
殿
で
催
さ
れ
て
い
る
が
、村
上
天
皇
は
前

年
の
天
慶
九
年
四
月
二
十
二
日
に
「今
上
遷
二
御
綾
綺
殿
■
貧
貞
信
公

記
じ
と
あ
り
、
翌
年
も
綾
綺
殿
を
常
の
御
在
所
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

つヽ
。
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円
融
朝
天
禄
二
年
に
は
淑
景
舎
で
行
わ
れ
て
い
る
。円
融
天
皇
は
、安

和
三
年
十
二
月
二
十
日
に
「天
皇
従
二
襲
芳
舎
一
遷
二
御
清
涼
殿
Ｌ
貧
記

略
じ
と
あ
り
、清
涼
段
を
常
の
御
在
所
と
し
て
い
た
ら
し
い
。恐
ら
く
天

哺
力ヽ 二
時
秘
嚇
“
を
初
蹴
ま
で
ぁ
っ
た
ろ
う
。
片戦
Ⅸ
淑
景
舎
で
行
わ
れ
た

以
上
、仁
寿
殿
以
外
で
行
わ
れ
た
場
合
を
概
観
し
た
が
、殆
ど
が
そ
の

当
時
の
常
の
御
在
所
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
仁

寿
殿
以
外
が
常
の
御
在
所
で
あ
っ
た
場
合
は
そ
の
場
所
を
使
う
こ
と
も

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。但
し
、既
に
「清
涼
記
」
に
お
い
て
「内

宴
」
は
仁
寿
殿
儀
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、原
則
と
し
て
は
仁
寿

殿
で
行
わ
れ
、そ
れ
以
外
の
場
所
で
行
う
時
は
常
の
御
在
所
を
使
う
、と

い
う
程
度
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。殆
ど
が
仁
寿
殿
で
行
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
（別
表
Ⅱ
参
照
）。
「内
宴
」は
常
に
天
皇
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
場

で
行
わ
れ
る
「密
宴
」と
し
て
の
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。３
　
儀
式
次
第
に
つ
い
て

儀
式
そ
の
も
の
の
展
開
は
、別
表
Ｉ
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、参
加
者
の
動
き
と
位
置
関
係
で
あ

る
。喜
田
新
六
氏
に
次
の
よ
う
な
言
が
な
樋
。

儀
式
に
規
定
し
て
あ
る
儀
礼
は
、君
臣
上
下
の
秩
序
と
上
奏
、
下
達

の
形
式
と
を
、空
間
的
位
置
と
参
列
者
の
行
動
と
に
表
現
す
る
よ

う
に
仕
組
ん
だ

一
種
の
演
技
で
あ
っ
て
、儀
式
に
規
定
し
て
あ
る

そ
の
次
第
書
き
の
通
り
に
、毎
年
繰
返
し
て
、参
列
者
を
行
動
せ
し

め
、彼
等
を
し
て
、
日
と
耳
と
再
拝
等
の
行
動
等
に
よ
っ
て
、君
臣

上
下
の
秩
序
と
自
己
の
地
位
分
限
と
を
覚
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

「内
宴
」
に
お
い
て
も
、
天
皇
は
仁
寿
殿
東
廂
に
お
り
、皇
太
子
は
そ
の

和
下
段
に
な
る
責
子
で
謝
座
し
（Ｉ
１
７
）
、王
卿
は
更
に
「空
間
的
位
置
」

が
下
に
な
る
「庭
」
で
謝
座
し
て
（Ｉ
ｌ
ｎ
）着
座
す
る
。そ
の
点
で
は
「内

宴
」も
儀
式
の
本
分
に
適
っ
た
宴
な
の
で
あ
る
。座
に
つ
い
て
も
前
項
で

示
し
た
よ
う
に
、皇
太
子
は
貴
子
、
王
卿
は
渡
殿
、文
人
は
紫
震
殿
の
北

贅
子
で
あ
り
、
「空
間
的
」
に
天
皇
か
ら
離
れ
て
お
り
、
「
下
」
に
位
置
す
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
通
常
の
儀
式
で
は
、更
に
明
確
に
「空
間
的
位
置
」
の

規
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。例
え
ば
「内
宴
」
と
同
様
、詩
宴
で
あ
る
重
陽
宴

で
は
、
「貞
観
儀
式
』
に
よ
れ
ば
、天
皇
及
び
参
議
以
上
の
座
は
、紫
農
殿

に
設
置
さ
れ
る
が
、侍
従
及
び
文
人
に
は
南
庭
に
「幌
」
が
造
ら
れ
そ
こ

に
座
す
の
で
あ
る
。重
陽
宴
と
比
較
す
れ
ば
、
「内
宴
」
は
小
規
模
の
儀
式

で
あ
る
か
ら
、親
密
な
「座
」
の
造
り
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り

「密
宴
」
と
し
て
の
性
格
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、そ
れ
以
上
に
注
意
さ
れ
る
の
は
―
殊
に
文
人
に
関
し
て
で

あ
る
が
―
詩
の
披
講
時
の
参
加
者
の
位
置
で
あ
る
。

（Ｉ
１
４６
Ｘ
Ｉ
‐
４７
）
が
そ
の
次
第
で
あ
る
。
「皇
太
子
以
下
」と
の
み
あ

る
が
、省
略
し
た
割
注
に
「以
二
所
菅
円
座

敷ヽ
二
御
座
東
辺

為ヽ
二
太
子

座
Ｌ
大
臣
以
下
候
二
講
師
右
一文
人
長
押
下
。
（下
略
と
と
あ
る
。文
人
も

御
前
で
の
場
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
披
講
が
終
わ
っ
て
か

暑

識

纂

折

製

』
笏

吋
蒻

型

滓

購
鍔

輛

鮮
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よ
う
に
、史
書
・儀
式
書
等
で
記
さ
れ
る
文
人
は
地
下
人
で
あ
る
か
ら
、

文
人
に
と

っ
て
は
誠
に
希
有
な
行
為
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。先
に
も
述

べ
た
重
陽
宴
で
は
、文
人
は
南
庭
に
座
す
が
、披
講
の
時
も
「令
一一一参
議
召

二
文
章
博
士
二
人
一。他
上
臓
儒
士

一
両
（割
注
略
）
、次
将
二
人
昇
レ
殿
」

貧
北
山
抄
〓
Ｔ
年
中
要
抄
下
重
陽
宴
事
）と
あ
り
、文
人
は
殆
ど
が
殿
に
上

る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
「内
宴
」
の
特
殊
性
が
知
ら
れ
る
。
故

に
、
「内
宴
」
の
詩
序
に
は
「威
厳
腿
尺
、顧
円
密
迩
員
前
掲
・小
野
堂
詩
序
）

の
よ
う
に
天
皇
と
の
近
接
を
述
べ
る
措
辞
も
見
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。

「年
中
行
事
絵
巻
』
五
に
、
「内
宴
」
も
描
か
れ
て
お
り
披
講
の
場
面
も
あ

る
が
、
天
皇
の
御
前
に
近
侍
す
る
王
卿
・文
人
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の

親
密
さ
が
確
認
で
き
る
。

以
上
三
点
に
わ
た
っ
て
考
察
し
た
が
、
「内
宴
」
は
公
宴
で
あ
り
つ
つ
、

多
く
の
「私
」
の
要
素
を
持
っ
た
宴
で
あ
っ
た
。殊
に
文
人
に
と
っ
て
は

天
子
の
間
近
に
い
て
詩
が
披
講
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「内
宴
」
に
参

加
す
る
事
は
冥
利
に
尽
き
る
こ
と
こ
の
上
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、

容
易
に
推
測
で
き
よ
う
。

五

以
上
、
「内
宴
」
の
形
成
及
び
儀
式
と
し
て
の
性
格
を
述
べ
て
き
た
。次

に
平
安
朝
に
お
け
る
展
開
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、そ
れ
に
関

し
て
は
波
戸
岡
氏
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、不
十
分
な
が
ら
別
表

Ⅱ
と
し
て
「内
宴
年
表
」
を
作
製
し
て
い
る
の
で
、併
せ
て
参
照
し
て
い

た
だ
き
た
い
の
で
あ
る
が
、波
戸
岡
氏
の
見
解
は
私
見
と
異
な
る
所
が

あ
る
の
で
、
そ
の
点
を
中
心
に
柳
か
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

「内
宴
」
は
醍
醐
朝
辺
ま
で
は
ほ
ぼ
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が

（別
表
Ⅱ
参
昭
じ
、村
上
朝
に
や
や
問
題
の
あ
る
記
事
が
見
出
せ
る
。波
戸

岡
氏
も
引
い
て
お
ら
れ
る
が
、
天
慶
十
年
の
記
事
で
あ
る
。

折
莉
郷
卍
稀
褥
祀
瓶理が
排
詢
響
話』』
」量榔悧

二
管
絃
事
孔
題
云
、
花
気
染
風
、鶯
声
聴
管
絃
。式
部
大
輔
大
江
維

時
朝
臣
以
下
十
二
人
召
二
文
人
Ｌ
今
日
、公
家
御
衰
日
也
。然
而
依

二
先
例
・有
二
此
宴
孔

波
戸
岡
氏
は
、
「「公
家
御
衰
日
也
」
と
あ
る
記
事
は
、忠
平
の
病
悩
を

憂
慮
す
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、病
身
の
忠
平
が
推
し
て
催
行
さ
せ

た
内
宴
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
伺
わ
せ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
」ゝ
の
記

事
は
村
上
天
皇
の
「衰
日
」
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「忠
平
の
病

悩
」
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「衰
日
」
と
は
「陰
陽
道
に
お
い
て

慎
む
べ
き
日
と
さ
れ
た
日
取
」
で
、
「そ
の
日
取
は
各
個
人
の
年
齢
（数
え

年
」
に
よ
り
決
ま
る
員
「国
史
大
辞
典
し
。村
上
天
皇
の
場
合
、
天
暦
元
年
に

二
十
二
歳
で
、そ
の
年
の
衰
日
は
卯
・酉
の
日
で
、内
宴
日
は
「己
酉
」
で

あ
る
の
で
、
天
皇
の
衰
日
と
な
り
、
「慎
む
べ
き
日
」
な
の
で
あ
る
が
「先

例
に
依
り
て
こ
の
宴
有
り
」と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
天
皇
の

衰
日
で
あ
っ
て
も
「内
宴
」
は
挙
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

事
実
、
天
皇
の
衰
日
に
内
宴
日
が
設
定
さ
れ
た
の
は
、村
上
朝
以
前
で

は
、
天
長
八
・九
年
、承
和
六
。九
・十

一
年
、
天
安
二
年
、
貞
観
十
・十
三
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年
、
元
慶
二
年
、仁
和
三
年
、
寛
平
二
・八
年
、延
喜
四
・七
・十
七
二
一十

一

年
、延
長
六
年
と
あ
り
、
」ヽ
の
内
「内
宴
」
が
、停
止
さ
れ
た
の
は
、
貞
観
十

三
年
、延
喜
二
十

一
年
の
二
回
で
あ
る
が
、前
者
は
「皇
太
后
御
体
不
予
、

傷
て
内
宴
を
停
む
Ｌ
三
代
表
録
嘗
昴
騒十
三
年
正
月
二
十
一
日
条
）
と
い
う
理

由
で
あ
り
、後
者
は
「内
宴
を
停
む
。
諸
国
不
堪
佃
井
に
去
年
咳
病
に
依

り
て
員
「日
本
紀
略
』延
喜
二
十
一
年
正
月
二
十
日
条
）行
わ
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
両
者
と
も
天
皇
の
衰
日
に
よ
つ
て
停
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
天
暦
元
年
の
内
宴
記
事
に
い
う
「先
例
」
も
領
け
る
。

村
上
朝
の
「内
宴
」
で
次
に
注
意
さ
れ
る
の
は
天
徳
三
年
か
ら
康
保
四

年
に
か
け
て
二
月
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
」ヽ
の
点
に
関
し
て

波
戸
岡
氏
は
、
「内
宴
」
を
正
月
行
事
の
締
め
く
く
り
と
す
る
見
解
か
ら

「村
上
朝
に
お
い
て
は
内
宴
の
性
格
は
、正
月
行
事
の
し
め
く
く
り
と
い

う
面
は
欠
落
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
ま
た
、梅
花
を
賞
で
る

内
宴
に
替

っ
て
、
一
一月
ま
た
は
三
月
の
桜
花
を
賞
で
る
花
宴
を
重
ん
じ

躍

誕

象

漿
酪

舞

慶

酪

Ｅ

コ
腋
塞

卸
謬

コ
こ
の
誤
り
か
）
の
記
事
に
基
づ
い
て
、
「
こ
れ
は
天
暦
九
年
十
二
月
二
十

五
日
の
論
奏
に
基
づ
い
て
、太
皇
太
后
藤
原
穏
子
（天
暦
八
年
正
月
四
日

崩
）
の
御
忌
月
に
よ
り
、
明
年
以
後
の
正
月
諸
行
事
の
有
無
、式
日
の
変

更
な
ど
を
定
め
た
も
の
で
、内
宴
を
二
月
に
行
う
こ
と
も
、
そ
の
定
め
の

一
端
と
考
え
ら
れ
る
。
（中
略
）
た
だ
し
、円
融
天
皇
の
天
禄
二
年
に
は
、正

月
二
十

一
日
に
内
宴
を
行
っ
て
い
る
の
で
、村
上
天
皇
崩
御
の
後
、そ
れ

も
恐
ら
く
は
、冷
泉
天
皇
即
位
後
の
安
和
元
年
八
月
二
十
二
日
に
至
っ

て
、
旧
に
復
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。」
と
さ
れ
た
見
解
に
従
う
べ
き
で
あ

ろ

つヽ
。

こ
の
村
上
朝
以
後
「内
宴
」
の
記
事
は
極
端
に
減
少
し
て
い
く
。
円
融

朝
の
天
禄
二
年
に
行
わ
れ
た
後
、
一
条
朝
正
暦
四
年
に
二
十
二
年
ぶ
り

“畔替輌
噸棋脚耐蒔嬌い］う‐こ酵計特徊胸鐵噺訛斡狂師慟】

れ
て
い
る
。
労
罐籠

短
″夕
等

駐
雌螂謗

ネ
行
ハ
シ
メ
給
テ
、前
々
ヨ
リ
モ
微
妙
サ
ヲ
増
シ
、万
ノ
事
、露
ヲ

ロ
カ
ナ
ル
事
ナ
ク
行
ハ
シ
メ
給
ケ
リ
、

こ
れ
以
後
中
絶
し
藤
原
通
憲
に
よ
っ
て
一
二
四
年
ぶ
り
の
保
元
三
年

に
復
興
さ
れ
た
の
は
著
名
で
あ
る
。
通
憲
の
、
公
事
再
興
の

一
貫
と
し

て
、
中
絶
さ
れ
て
い
た
相
撲
節
と
と
も
に
復
興
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「百

練
抄
」
に
よ
れ
ば
、
「醜
麟
井
起
扉
大
臣
已
下
文
人
と
為
す
。」
と
明
記
さ

れ
て
お
り
、公
卿
が
文
人
と
し
て
詩
を
賦
し
て
い
る
。初
期
の
「内
宴
」
と

同
様
で
あ
り
、注
意
さ
れ
る
。但
し
「今
鏡
「
す
べ
ら
ぎ
の
下
」
に
よ
れ
ば

「関
白
殿
な
ど
、上
達
部
七
人
、詩
を
作
り
て
参
り
給
い
け
る
。」と
あ
り
、

当
日
の
賦
詩
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
」ゝ
の
時
通
憲
の
息
男
俊
憲
が
序

文
を
書
い
て
、そ
の
出
来
栄
え
に
通
憲
が
感
嘆
し
た
と
い
う
説
話
が
「古

事
談
』六
に
見
え
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
俊
憲
の
序
の
逸
文
も
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。

西
岳
草
厳
馬
晰
周
年
之
風
　
西
岳
草
敷
く
し
て
馬
周
年
の
風
に
噺
き
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上
林
花
数
鳳
馴
漢
日
之
露
　
上
林
花
数
と
し
て
鳳
漢
日
の
露
に
馴
る

が鯉研商嗣舞綺販』叩暉一は開催され、「山枕記」に詳密な記録

上ハ

「内
宴
」
の
性
格
、
儀
式
内
容
、成
立
、
展
開
等
を
不
十
分
な
が
ら
述
べ

て
き
た
。
，Ｖ
」
で
そ
の
場
で
作
製
さ
れ
た
詩
文
を
検
討
し
た
い
の
で
あ

る
が
、
既
に
大
幅
に
紙
幅
を
費
や
し
た
の
で
問
題
点
を

一
つ
記
し
て
み

た
い
。

梅

腱̈

馘

躍

歩

幹

醇

馳

怖

は
幅
繭
架

襲

妙

草
〓
一
１…３
）
に
つ
い
て
詳
細
な
注
釈
と
読
解
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。
氏
の

論
を
参
考
に
し
て
述
べ
る
。先
ず
詩
を
引
く
。

早
春
内
宴
聴
宮
妓
奏
柳
花
怨
曲
応
製
貧
菅
家
文
草
〓
一高
）

宮
妓
誰
非
旧
李
家
　
　
宮
妓
誰
れ
か
旧
に
李
家
に
非
ざ
る

就
中
脂
粉
惣
恩
華
　
　
就
中
脂
粉
は
惣
べ
て
恩
華
な
り

応
縁
奏
曲
吹
尭
竹
　
　
応
に
曲
を
奏
し
尭
竹
を
吹
く
に
縁
る
べ
く

豊
取
含
情
怨
柳
花
　
　
豊
に
情
を
含
み
て
柳
花
を
怨
む
る
こ
と
を

取
ら
む
や

舞
破
雖
同
瓢
緑
柔
　
　
舞
は
破
に
し
て
同
に
緑
柔
を
瓢
す
と
雖
も

歓
酎
不
覚
落
銀
銀
　
　
歓
は
酎
に
し
て
銀
叙
落
つ
る
こ
と
を
覚
え

ず

余
音
縦
在
微
臣
聴
　
　
余
音
は
縦
ひ
微
臣
の
聴
に
在
り
と
も

最
歎
孤
行
海
上
沙
　
　
最
も
歎
か
は
し
き
は
孤
り
海
上
の
沙
を
行

か
む
こ
と
ぞ

こ
の
詩
は
、道
真
が
式
部
少
輔
・文
章
博
士
を
止
め
ら
れ
て
讃
岐
守
に

任
じ
ら
れ
た
仁
和
二
年
正
月
十
六
日
の
直
後
の
二
十

一
日
の
内
宴
で
の

作
で
あ
る
。村
田
氏
が
詳
細
な
考
証
を
以
て
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
」ヽ
の

詩
に
は
都
を
離
れ
讃
岐
へ
赴
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
真
の
悲
哀
が

表
れ
て
い
る
。
尾
聯
は
明
ら
か
に
讃
岐
下
向
の
道
真
の
心
境
が
吐
露
さ

れ
て
い
る
。氏
に
よ
れ
ば
「道
真
は
「柳
花
怨
」
の
曲
を
そ
の
本
来
の
名
の

と
お
り
の
流
離
の
主
題
に
お
い
て
理
解
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
推
察

さ
れ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、

も
う

一
度
、第
四
句
「豊
取
含
情
怨
柳
花
」
を
見
る
と
し
よ
う
。
ふ
れ

た
と
お
り
の
反
語
表
現
の
ゆ
え
に
、
さ
や
う
な
流
離
の
怨
み
な
ど

持
た
ぬ
と
い
う
意
で
あ
る
が
、そ
の
裏
を
返
し
て
言
い
直
せ
ば
、
こ

の
曲
に
は
流
離
の
思
い
を
さ
そ
う
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と

す
る
か
ら
こ
そ
、あ
の
反
語
が
生
じ
る
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。恩
華

の
脂
粉
に
よ
っ
て
麗
し
く
装
っ
た
宮
妓
た
ち
、
そ
の
反
語
は
彼
女

た
ち
に
む
け
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
り
、反
語
を
発
し
た
主
体
、す

な
わ
ち
道
真
は
、含
情
怨
恨
の
思
い
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
わ
け
で

あ
っ
て
、
「柳
花
怨
」
の
曲
を
そ
の
名
の
由
来
の
と
お
り
に
彼
れ
が

理
解
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、何
よ
り
も
当
の
詩
句
が
証
し
て

立
つ
こ
と
に
な
る
。

と
述
べ
ら
れ
た
。道
真
の
悲
哀
の
表
出
を
氏
は
読
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
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る
が
、
し
か
し
公
宴
で
の
応
製
詩
と
し
て
こ
の
よ
う
な
内
容
は
異
例
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。氏
は
「応
製
詩

一
首
に
お
け
る
第
六
句
ま
で
の
華
や

ぎ
と
結
び
の
二
句
の
嘆
き
と
は
、華
や
ぎ
が
充
足
を
も

つ
て
歌
わ
れ
れ

ば
歌
わ
れ
る
ほ
ど
に
嘆
き
は
深
ま
り
、嘆
き
が
深
い
ほ
ど
に
華
や
ぎ
も

際
立
つ
と
い
う
相
映
発
す
る
構
造
で
あ
っ
て
、詮
ま
る
と
こ
ろ
、述
懐
を

こ
め
つ
つ
内
宴
を
讃
え
る
作
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
」と
も

い
わ
れ
る
が
、そ
れ
に
し
て
も
、讃
岐
赴
任
と
い
う
個
人
的
な
境
涯
を
応

製
詩
の
結
句
で
述
べ
る
こ
と
は
、少
な
く
と
も
道
真
の
時
代
に
あ
っ
て

は
異
例
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。道
真
の
他
の
公
宴
詩

を
み
て
も
、個
人
的
境
涯
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
は
殆
ど
見
出
せ
な
い
。勿

論
悲
哀
を
詠
ん
だ
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
「賓
雁
人
の
意
を
し
て
動
か

し
む
る
こ
と
莫
か
れ
　
向
前
の
旅
の
思
何
如
せ
ん
と
欲
す
員
『菅
家
文

草
』五
満

「重
陽
節
侍
宴
同
賦
天
浄
識
賓
鴻
応
製
し
と
い
う
表
現
も
あ
る
が
、

道
真
の
個
人
的
感
興
と
い
う
よ
り
も
、
一
般
的
な
悲
哀
で
あ
ろ
う
し
、讃

岐
赴
任
の
ご
と
く
具
体
的
な
事
情
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ

う
な
性
質
の
作
は
殆
ど
見
出
す
こ
と
が
出
来
ず
、多
く
が
天
皇
の
徳
を

賛
美
し
た
り
、公
宴
の
素
晴
ら
し
さ
を
詠
み
込
む
の
で
あ
る
。そ
も
そ
も

儀
式
と
は
、先
に
喜
田
氏
の
言
を
引
い
た
よ
う
に
「君
臣
上
下
の
秩
序
と

自
己
の
地
位
分
限
と
を
覚
ら
し
め
る
の
で
あ
る
」
か
ら
、賦
詩
に
お
い
て

個
人
的
境
涯
を
表
わ
す
こ
と
―
殊
に
現
況
の
不
満
と
も
読
め
る
表
現
―

は
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、道
真
に
こ
の

よ
う
な
措
辞
が
見
出
せ
る
の
は
、
や
は
り
「内
宴
」
と
い
う
場
を
考
慮
す

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
天
皇
の
「私
宴
」
と
い
う
性
格
を
強
く

保
持
す
る
宴
で
あ
る
か
ら
こ
そ
臣
下
の
個
人
的
境
遇
も
詠
み
出
せ
た
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
か
に
「内
宴
」
だ
と
は
い
っ
て
も
、
個
人
的
不
満

等
を
詠
み
込
む
こ
と
は
現
存
の
資
料
で
は
他
に
例
が
な
い
。
こ
の
点
は

道
真
自
身
の
問
題
と
し
て
も
考
察
を
要
す
る
し
、他
の
公
宴
詩
等
の
検

討
も
必
要
で
あ
り
、今
後
の
課
題
で
あ
る
。

以
上
で
、
不
十
分
な
が
ら
本
稿
を
終
え
る
が
、史
料
の
扱
い
等
に
つ
い

て
不
備
が
あ
ろ
う
と
思
う
。史
家
か
ら
の
叱
正
を
も
賜
り
た
い
。

注（１
）大
曽
根
章
介
氏
「菅
原
道
真
―
詩
人
と
鴻
儒
―
六
日
本
文
学
２２
‐
９
ｏ昭

和
四
十
八
年
九
月
）

（２
）波
戸
岡
旭
氏
「菅
原
道
真
「九
月
十
日
」
の
詩
に
つ
い
て
宍
漢
文
学
会
々
報

三
十
五
・平
成
元
年
十
二
月
）

（３
）古
瀬
奈
津
子
氏
「平
安
時
代
の
「儀
式
」と
天
皇
宍
歴
史
学
研
究
５６。
ｏ昭
和
六

十

一
年
十
月
）

（
４
）比
較
的
近
年
の
も
の
を
挙
げ
る
と
、川
口
久
雄
氏
『平
安
朝
日
本
漢
文
学

史
の
研
究
　
上
宍
明
治
書
院
・初
版
、
昭
和
三
十
四
年
、〓
一訂
版
、
昭
和
五
十

年
）第
四
章
・第
二
節
、山
中
裕
氏
『平
安
朝
の
年
中
行
事
宍
塙
書
房
・昭
和
四

十
七
年
）、甲
田
利
雄
氏
『年
中
行
事
御
障
子
文
注
解
員
続
群
書
類
従
完
成

会
・昭
和
五
十

一
年
）、
「内
宴
宍
倉
林
正
次
氏
執
筆
ヽ
国
史
大
辞
典
　
１０
』

（吉
川
弘
文
館
・平
成
元
年
）、
「内
宴
宍
山
中
裕
氏
執
筆
Ｘ
平
安
時
代
史
事

典
穴
角
川
書
店
。平
成
六
年
）等
。

（
５
）
し
か
し
、山
口
博
氏
は
「王
朝
歌
壇
の
研
究
　
桓
武
仁
明
光
孝
朝
篇
穴
桜

楓
社
・昭
和
五
十
七
年
）第
一
篇
第
四
章
で
、曲
宴
を
曲
席
を
設
け
た
宴
と
さ

れ
る
が
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。今
は
、臨
時
に
行
わ
れ
る
私
的
な
宴
と
い
う
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通
説
に
従
う
。

（６
）恒
例
以
外
の
内
宴
に
つ
い
て
も
倉
林
氏
が
多
く
例
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。

（
７
）倉
林
氏
は
「そ
の
起
源
に
関
し
て
は
、種
々
の
考
え
が
も
た
れ
よ
う
が
、
や

は
り
、そ
の
儀
礼
的
形
態
を
と
と
の
え
た
初
め
は
、史
料
の
み
ら
れ
る
上
で

は
、弘
仁
四
年
正
月
二
十
二
日
の
宴
に
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、さ

ら
に
そ
の
原
初
的
姿
は
す
で
に
大
同
四
年
正
月
二
十

一
日
の
宴
に
み
出
す

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
８
）大
田
晶
二
郎
氏
「
唐
暦
」
に
つ
い
て
Ｌ
太
田
晶
二
郎
著
作
集
　
第

一
冊
」

（吉
川
弘
文
館
・平
成
三
年
）。大
田
氏
は
、
日
本
残
存
資
料
に
よ
っ
て
『唐
暦
』

を
輯
集
さ
れ
て
い
る
が
、
波
戸
岡
氏
の
指
摘
さ
れ
た
逸
文
は
未
収
録
で
あ

２
一
。

（９
）但
し
、山
中
裕
氏
は
、
「内
宴
Ｌ
平
安
時
代
史
事
典
穴
前
掲
）
に
お
い
て
「中

国
よ
り
渡
来
し
た
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
た
が
、そ
の
所
以
は
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
。

（Ю
）工
藤
重
矩
氏
「平
安
朝
に
お
け
る
「文
人
」
に
つ
い
て
Ｌ
平
安
朝
律
令
社

会
の
文
学
宍
ぺ
り
か
ん
社
・平
成
五
年
）

（ｎ
）
こ
こ
で
は
勿
論
「天
暦
蔵
人
式
」
で
あ
る
。た
だ
し
、
「北
山
抄
』内
宴
条
頭

注
に
「蔵
人
旧
式
」が
引
か
れ
て
お
り
、「寛
平
蔵
人
式
」
の
内
宴
条
文
の
存
在

が
推
測
さ
れ
る
が
、全
容
は
不
明
で
あ
る
。

（
‐２
）以
下
の
記
述
で

（Ｉ
Ｉ
Ｏ
）
と
記
し
た
の
は
別
表
Ｉ
の
儀
式
次
第

に
付
し
た
番
号
を
指
す
。

（
‐３
）古
瀬
奈
津
子
氏
「昇
殿
制
の
成
立
Ｌ
青
木
和
夫
先
生
還
暦
記
念

日
本
古
代
の
政
治
と
文
化
宍
吉
川
弘
文
館
・昭
和
六
十
二
年
）

（‐４
）但
し
、
「九
日
後
朝
宴
」
の
詩
序
に
も
「内
宴
」と
同
様
の
性
格
を
示
す
措

辞
が
あ
る
こ
と
を
、菅
野
礼
行
氏
が
「平
安
初
期
に
お
け
る
日
本
漢
詩
の
比

較
文
学
的
研
究
穴
大
修
館
書
店
。昭
和
六
十
二
一年
）第
二
章
で
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
、
「九
日
後
朝
宴
」
は
「西
宮
記
Ｌ
北
山
抄
』等
に
記
さ
れ
ず
、公
事
と

は
い
え
ず
、
「内
宴
」
と
は
質
を
異
に
す
る
。

（
‐５
）
天
皇
の
常
の
御
在
所
に
つ
い
て
は
、鈴
木
亘
氏
『平
安
宮
内
裏
の
研
究
』

（中
央
公
論
美
術
出
版
・平
成
二
年
）第
二
編
「平
安
官
内
裏
の
形
成
過
程
」
に

詳
し
い
。ま
た
、
日
向

一
雅
氏
「内
裏
・後
宮
Ｌ
平
安
時
代
の
環
境
宍
至
文
堂
・

平
安
三
年
）
、日
崎
徳
衛
氏
「仁
寿
殿
と
清
涼
殿
Ｌ
貴
族
社
会
と
古
典
文
化
』

（吉
川
弘
文
館
・平
成
七
年
）も
参
照
。以
下
の
論
述
も
こ
れ
ら
の
論
に
多
く

を
依
っ
て
い
る
。

（
‐６
ヽ
大
内
裏
図
考
証
」
は
「日
本
紀
略
云
」と
し
て
「内
宴
」
記
事
を
引
い
て
「案

干
時
摂
政
直
鹿
」と
注
す
が
、根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。管
見
で
も
そ
の
よ

う
な
記
事
は
見
出
せ
て
い
な
い
が
、
こ
の
時
「摂
政
（藤
原
伊
ヂ
）直
慮
」
と
い

う
理
由
で
、淑
景
舎
が
使
わ
れ
た
の
な
ら
ば
、
「天
皇
」
の
私
宴
と
し
て
の
「内

宴
」
の
性
格
が
変
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

（‐７
）喜
田
新
六
氏
「王
朝
の
儀
式
の
源
流
と
そ
の
意
義
Ｌ
令
制
下
に
お
け
る
君

臣
上
下
の
秩
序
に
つ
い
て
穴
皇
学
館
大
学
出
版
部
。昭
和
四
十
七
年
）

（‐８
）
工
藤
氏
前
掲
論
文
。

（‐９
）渡
辺
直
彦
氏
「
蔵
人
式
」
管
見
六
日
本
歴
史
３００
。昭
和
四
十
八
年
五
月
、

後
、
「
日
本
古
代
官
位
制
度
の
基
礎
的
研
究
・増
訂
版
宍
吉
川
弘
文
館
・昭
和

五
十
三
年
）
に
再
録
）。
な
お
、渡
辺
氏
が
言
う
「天
暦
九
年
十
二
月
二
十
五
日

の
論
奏
」
と
は
、
「請
正
月
元
日
七
日
節
会
依
旧
不
停
、十
六
日
踏
歌
依
詔
停

止
、十
七
日
射
礼
改
月
被
行
事
責
『本
朝
文
粋
』
四
尭
・菅
原
文
時
）
で
あ
る
。

所
功
氏
「
蔵
人
式
』
の
復
源
Ｌ
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
穴
国
書
刊
雪

行
会
・昭
和
六
十
年
）
で
も
同
様
な
見
解
を
出
さ
れ
て
い
る
。

（２０
）
甲
田
氏
前
掲
著
。

（２‐
）宮
廷
の
「内
宴
」
は
本
文
で
述
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
「本
朝
続
文
粋
』
八
に

大
江
匡
房
「早
春
内
宴
陪
安
楽
寺
聖
廟
同
賦
春
来
悦
者
多
詩
序
」が
あ
る
。
こ
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れ
は
詩
題
に
も
あ
る
よ
う
に
、道
真
を
祭
っ
た
安
楽
寺
で
の
宴
で
あ
る
。
川

口
久
雄
氏
は
「大
江
匡
房
宍
吉
川
弘
文
館
・昭
和
四
十
三
年
）
で
、
こ
の
内
宴

を
藤
原
有
国
が
長
徳
元
年
に
始
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、今
井
源
衛
氏

が
「勘
解
由
公
藤
原
有
国
伝
―

一
家
司
層
文
人
の
生
涯
―
宍
文
学
研
究
７‐
．

昭
和
四
十
九
年
二
月
）
で
、否
定
さ
れ
て
い
る
。匡
房
の
詩
序
に
も
有
国
に
関

す
る
記
述
が
な
い
の
で
、今
井
氏
に
従
う
。

（２２
）村
田
正
博
氏
「道
真
詩
抄
―
早
春
内
宴
に
し
て
柳
花
怨
の
曲
を
聴
く
（菅

家
文
草
巻
三
―

一
八
三
）
―
員
人
文
研
究
４４
‐
‐３
・平
成
四
年
十
二
月
）

引
用
本
文

続
日
本
後
紀
。日
本
文
徳
天
皇
実
録
・日
本
三
代
実
録
・日
本
紀
略
・

類
衆

国
史
・扶
桑
略
記
。本
朝
世
紀
・延
喜
式『新
訂
増
補
国
史
大
系
」
（吉
川
弘
文
館
）

貞
信
公
記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『大
日
本
古
記
録
穴
岩
波
書
店
）

西
宮
記
・北
山
抄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「神
道
大
系
宍
神
道
大
系
編
纂
会
）

年
中
行
事
抄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『続
群
書
類
従
穴
続
群
書
類
従
完
成
会
）

撰
集
秘
記
　
　
　
　
「京
都
御
所
東
山
御
文
庫
本
撰
集
秘
記
穴
国
書
刊
行
会
）

本
朝
文
粋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「新
日
本
古
典
文
学
大
系
宍
岩
波
書
店
）

菅
家
文
草
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「日
本
古
典
文
学
大
系
宍
岩
波
書
店
）

古
事
談
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『古
典
文
庫
穴
現
代
思
潮
社
）
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別
表
Ｉ

内
宴
次
第

Ｈ
次
王
卿
・中
少
将
二
人
・内
記
等
、出
自
南
幌
門
東
頭
、

列
立
庭
中
謝
座
。

７
千
時
、
皇
太
子
上
自
南
殿
北
責
子
東
妻
階
、
到
座
東
、
西

面
謝
座
而
立
。

８
春
官
亮
持
空
蓋
進
授
之
、
退
立
壁
下
階
。

９
謝
酒
了
、受
蓋
還
入
本
所
。

１０
皇
太
子
着
座

６
次
召
侍
臣
、令
召
皇
太
子
及
王
卿
。

５
陪
膳
更
衣
、
出
自
西
方
就
座
。

４
出
御
。

１
時
刻
、御
仁
寿
殿
。

２
供
膳
女
蔵
人
、度
就
紫
農
殿
北
廂
。

３
来
女
、撤
御
台
盤
覆
了
。

王
卿
、謝
酒
・謝
座

皇
太
子
、
謝
酒
・謝
座

皇
太
子

・王
卿
を
召
す

主
上
出
御
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２６
次
内
教
坊
別
当
、進
舞
妓
奏
。

２７
覧
畢
、作
音
楽
。

Ｚ
三
献
之
後
、文
人
依
召
参
上
。

２５
次
給
紙
筆
文
入
以
上
。

“
女
蔵
人
等
、出
自
南
殿
北
廂
中
戸
、供
四
種
銀
飩
・索
餅

等
。

‐７
次
東
宮
侍
臣
、賜
銀
飩
太
子
。

‐８
次
侍
臣
賜
銀
飩
王
卿
。

‐９
次
供
御
膳
。

２０
次
賜
参
議
以
上
僕
。

２‐
次
供
御
酒
。

２２
次
賜
皇
太
子
。

２３
次
賜
王
卿
以
下
。

‐２
少
将
取
空
蓋
出
自
北
慢
西
頭
、
授
貫
首
者
、
退
立
舞
台
北

頭
。

‐３
謝
酒
詑
、依
次
参
上
着
座
。

‐４
次
中
少
将
、内
記
、
同
昇
着
座
。

‐５
次
侍
臣
着
廊
下
座
。

舞
妓
奏

文
人
参
上
。
文
人
以
上
に
紙
を
賜
う

皇
太
子
・王
卿
以
下
に
供
膳
・供
酒
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４３
既
関
、献
詩
。

“
亦
詑
、出
居
次
将
取
文
台
富
、置
御
前
東
辺
。

４５
於
是
陪
膳
更
衣
退
入
。

３９
次
即
仰
可
宣
之
由

“
（公
卿
行
酒
）

４‐
日
暮
、
中
少
将
帯
弓
箭
、殿
司
供
御
殿
油
。

″
主
殿
寮
供
庭
燎
、奏
楽
。

３８
上
卿
問
序
者
。
題
者
申
云
、其
人
当
。

２９
此
間
、大
臣
起
座
、奏
可
冷
献
題
之
状

３。
勅
許
畢
、
称
唯
復
座
。

３‐
召
可
献
題
之
人
。

３２
称
唯
、進
立
大
臣
後
。

３３
即
仰
可
献
題
之
由
。

３４
同
音
称
唯
、脆
書
題
、授
大
臣
。

３５
大
臣
進
奏
、復
座
。

３６
又
令
書
之
、
取
副
於
笏
、就
太
子
座
辺
、碧
折
授
之

３７
更
書
重
為
王
卿
以
下
料
。

自
綾
綺
殿
軟
障
南
頭
着
座
。

詩
を
献
じ
、皇
太
子
・王
卿
。文

一
」

詩
、披
講

序
者
を
問
う

題
を
献
ず
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読
詩
畢
後
下
殿
、給
禄
。

４６
皇
太
子
以
下
起
座
候
御
前
。

夕
召
儒
士

一
人
令
読
。
中
少
将
二
人
乗
紙
燭
照
之
。

先
是
内
蔵
寮
積
禄
舞
台
南
。

読
詩

一
二
枚
之
間
、次
将
召
名
。
随
召
称
唯
。

＊
本
文
は
、儀
式
書
中
、最
も
詳
細
な
記
事
を
持
つ
、
「北
山
抄
」
を
用
い
た
が
、割
注
は
省
略
し
た
。
な
お
、番
号
は
あ
く
ま
で
便
宜
的
な
も
の
で

あ

る

。

＊
‐５
の
「侍
臣
」
を
『西
宮
記
」
は
「
四
位
已
下
」
と
す
る
。

３９
は
「北
山
抄
』
の
み
に
見
え
る
記
述
。

４０
は
「北
山
抄
」
に
は
無
く
『清
涼
記
〓
西
宮
記
』
に
見
え
る
。

別
表
Ⅱ

内
宴
年
表

月
二
十

一
日

正
月
二
十
二
日
（子

正
月
二
十
三
日
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仁
寿
二
年
三
年

嘉
祥
二
年

十
五
年

十
四
年

十
三
年

十
二
年

十

一
年
九
年
七
年
六
年
五
年
四
年
三
年
二
年

承
和
元
年

十

■

九

年

天
長
八
年

十

年

九
年

正
月
二
十
二
日

正
月
二
十
日

正

月

正

月
正
月
一

正

月

正
月
正
月
十
七
日
（子
）

正

月

正

月

正

月

正

月

正

月
正

月

正

月

正

月

正
月

十

二

日

（子

）

正
月
二
十

一
日

正
月
二
十
日

正
月
二
十
日

正
月
二
十

一
日

十

日

十

日

十

日

十

日

十

日

十

日
十
日
停
止

十

日

十

日

十

日

十

日

十

日

十

日

清
涼
殿
Ｔ
）

仁
寿
殿

仁
寿
殿

仁
寿
殿

二

年

改

仁
寿
殿

仁
寿
殿

‐一寿

殿

仁
寿
殿

仁
寿
殿

仁
寿
殿

仁
寿
殿

仁
寿
殿

仁
寿
殿

匡
寺

殴

青

京

設

匡
寿

設

殿
前
紅
梅

ヨ

に

酉

香
出
衣

上
春
詞

春
生
雪
裏
梅

雑
言
遊
春
曲

花
欄
聞
鶯

理
残
粧

春
色
半
喧
色

早
春
華
月

春

肢

芯

製

寺

『文
』

『続
後
』

『続
後
』

「続
後
」

『続
後
』

『
完

麦

¨

『続
後
』

『続
後
』

続
後
」
、
「
江
』
四
Ｉ
Ｈ

「続
後
≒
以
聖
射
竜
幡
」

『続
後
』

『続
後
』

「続
後
」
、
「文
粋
」
十

一
―
期
（
↓

「続
後
』

「続
後
』

『続
後
」

『頂

一

「
願

一

『
煩

一

『類
』

「類
』
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十
八
年

十
七
年

十
六
年

十
五
年

十
三
年

卜

一
一
―

十

一
年
十
年
九

年
八
年

ユ
′
右
「

五
年
四
年
三
年

貞
観
二
年
二
年

天
安
元
年
三

年
二
年

斎
衡
元
年
三
年

正
月
正

月

正

月
正
月
正
月

正

電

正
月
正
月
正
月
正

月

１

一た

正

月

正

月

正

月

正

月

正

月

正

月

正

月

正

月

正

月
正
月
二
十
二
日

十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 寸 十 十 十 十 十 十 十 十 十

日
停
止

日 日 日
停
止

日
停
止

ヨ 日 日 日
停
止

日 日 日
停
止

日 日 日 日 日 日 日 日

仁
寿
殿

仁
寿
殿

新

成

殿

新
成
殿

陽
春
詞

春
雪
映
早
梅

無
物
不
逢
春
↑
）

『
一一一』

ヨ
こ
、
「文
粋
』
八
―
加
二
新
朗
」
上
―
“

菅
』
一

１

６５

「
一一一』

「三
≒
皇
太
后
御
体
不
予
」

「
一一一』

ョ
こ
、
「菅
〓

１
２７
二
田
」
上
１
４‐

「三
≒
以
仲
野
親
王
売
」

¨
一二
』
「以
天
下
患
咳
逆
病
」

「
一一一』

「
一一一』

『
一一一』

一
文 『文
』

】
文 『文
」

「文
』

「文
」
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延
喜

二
年
三
年

昌
泰
二
年
十

年
九
年
八
年
六
年
五
年

寛
平
二
年
五
年

三

年

仁
和
二
年
九

年

へ

竿

七
年
ユハ
を
十

四
年
三
年

元
慶
二
年

正
月
二
十

一
日

正
月
某
日

正
月
二
十

一
日

正
月
二
十
日

正
月
二
十
四
日
（子
）

正
月
二
十

一
日

正
月
某
日

正
月
正
月

正

月

正

月

正
月
正

月

正

月

正
月
正
月
二
十

一
日

正
月
二
十
日
停
止

正
月
二
十
日

十

一
日

十

一
日

十

一
日

十

日

十

一
日

十

一
日

十

日
停
止

十
日
停
止

清
涼
殿

清
涼
殿

清
涼
殿

清
涼
殿

仁

寿

殿

仁
寿
殿

仁
寿
殿

魚
上
氷

香
風
詞

鶯
出
山

草
樹
暗
迎
春

翫
殿
前
梅
花

春
先
梅
柳
知

翫
梅
花

開
春
楽

春
風
歌

花
鳥
共
逢
春

聴
宮
妓
奏
柳
花
曲

春
娃
無
気
力

雨
中
花

聴
早
鶯

春

暖

「紀
」
、
「西
裏
」
、
「河
」
賢
木

「紀
」
、
「菅
〓
ハ
ー
畑

『紀
』
、
「菅
宝
ハ
１
４５３

『紀
」
、
「文
粋
』
十

一
１
３‐９
二
作
矢
「長
谷
雄
』
１９
）
、

「菅
』
六
―
“

「紀
」
、
「菅
〓
ハ
ー
如

「紀
」
、
「菅
〓
ハ
ー
御

『紀
」
、
「菅
』
五
―
鋼

『紀
」
、
「菅
』
五
―
絲

『紀
』
、
「田
』
下
１
１４５
ヽ
「朝
〓

歌
へ
長
谷
雄
」
‐
）

『
西
裏
責
ι

ヨ
こ
、
「菅
〓
一下

１８３

コ
ニ
、
「菅
七
一１
１４８

「
一一一」

「菅
ヒ
一１
８５

ヨ
こ
、
「菅
ヒ
一１
８３
二
江
」
四
１
２９

ヨ
こ
、
「菅
』
ニ
１
７９
、
「江
』
四
―
節

一三

、
「菅
〓

一―
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延
長
六
年

二
十
二
年

二
十

一
年

十

九

年

十
八
年

十
七
年

十
六
年

十
五
年

十
四
年

十
三
年

十
二
年

十

一
年

十

年

九
年
八
年
七
年
六
年
五
年
四
年
三
年

正
月

正

月

正

月

正

月

正

月

正
月
正
月

正

月

正

月

正

月
正
月
二
十

一
日
（子
）

正
月
＾

正
月
正

月

正

月

正
月
正
月
正
月
正
月
正
月
二
十
二
日

（子

一十

一
日

一十

一
日

一十
日
停
止

十 十

一
日

十
三
日

十
日
停
止

十

一
日
（子
）

十
日
停
止

十 十 十 十 十 十 十 十 十

日

日 日 日
停
止

一日 日
停
止

日 日
ロ
ロ
（
５
）

日

仁
寿
殿

仁
寿
殿

匡
寺

設

仁
寿
殿

仁
寿
殿

仁
寿
殿

晴
添
草
樹
光

氷
開
春
水
暖

【著

机

庭
花
著
宮
枝

翫
半
開
花

春
生
暁
禁
中

〈
着

光

ヨ

雪
尽
草
芽
生

Ａ
以
崩
為
韻
ｖ

春

風

敬

和

弓

暁
鶯
喘
宮
樹

早
春
内
宴

春
風
散
管
絃

春
生
梅
樹
中

花
伴
玉
核
人

雪

「紀
」
、
「北
』、
「文
粋
」
十

一
１
３２０

『古
」
‐６
～
η

「紀
』

『紀
Ｌ
依
諸
国
不
堪
佃
井
去
年
咳
病
」

紀

】
，
【
北

】

】紀
』

『紀
」
、
「江
」
四
１
４

『紀
「
依
去
年
飽
療
」

紀
」
、
「北
」

『紀
Ｌ
依
去
年
不
登
」

】
縄

』

】
西

裏

「紀
」
、
「北
」
、
「江
』
四

１
２５

「“響伸』

「紀
」
、
「北
」
、
「兼
』
“

『紀
「
依
去
年
諸
国
損
」

『紀
」
、
「北
」

『紀
」
、
「西
』

「紀
」
、
「北
』

『紀
』

「紀
』
、
「西
」
、
「古
」
‐６３

『紀
」
、
「北
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四
年

保
元
一一〓

長
元
七
年

正
暦
四
年

天
禄
二
年
四
年

康
保
三
年

応
和
一
〓

天
徳
三
生

天
暦
五
年
十
年
九
年

天
慶
六
年
八
年

七

年

五

年

承
平
二
年
七
年

正

月

正

月
正
月
正
月
正

月
正
月
二
十
三
日

正
月
二
十
三
日

正

月
正
月
二
十
四
日

正
月
二
十
二
日
↑
）

T 正

月
正
月
二
十

一
日
↑
）

正
月
二
十

一
日

月 月 月
二
十

一
日

月
二
十
二
日

月
二
十
三
日
（子
）

十

一
日
（子
）

十
二
日

十
二
日
■
）

十
二
日

十

一
日

十

一
日

十

一
日

十

一
日
停
止

十

三

日

仁
寿
殿

仁
寿
殿

仁
寿
殿

仁
寿
殿

椒ヽ

員
示
企
ロ

仁
寿
殿

綾
綺
殿

綾
綺
殿

仁
寿

剛

弘
徽
殿

花
下
催
舞

春
生
聖
化
中

春
至
是
鶯
花

花
色
与
春
来

鶯
晴
宮
柳
深

鳥
声
韻
管
絃

風
柳
散
軽
糸

春
樹
花
殊
顆

花
気
染
春
風

花
間
訪
春
色

花
柳
遇
時
春

春
可
楽

鷲

声

適

逐

風

聖
化
万
年
春

盃
看
柳

『百
」
、
「山
」
、
「今
』
三
内
宴

「百
』
、
「兵
』
、
「古
事
〓
ハ
ー
佛
二
今
』
三
内
宴

『紀
」
、
「栄
」
詩
合

『小
」
、
「権
」
、
「江
吏
』
下

『紀
」

『河
』
藤
裏
葉

『紀
」
、
「西
裏
」
、
「北
』
、
「北
大
」
、
「文
粋
」
十

一
―
知

「紀
」
、
「西
裏
』
、
「北
」

『紀
」
、
「九
」
、
「北
』

『北
」
、
「御
」

「紀
」
、
「九
」
、
「北
』
、
「河
』藤
裏
葉
、
「著
〓
ハ
１
２３８

「古
７

～
夕
Ｏ

『紀
』

『紀
」
、
「西
」
、
「北
」
、
「古
』
“
～
１５‐

「紀
ヽ
『北
』

『紀
」
、
「西
裏
』

一
紀
〓

北
」

『紀
」
、
「北
」
、
「文
粋
』九
―
黎

上
賢

↓
、
「古
五

～
‐９８

＊
後
―
日
本
後
紀
、続
後
―
続
日
本
後
紀
、文
―
日
本
文
徳
天
皇
実
録
、
〓
一―
日
本
三
代
実
録
、類
―
類
衆
国
史
、紀
―
日
本
紀
略
、百
１
百
練
抄
、
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九
―
九
暦
、小
―
小
右
記
、権
―
権
記
、
西
―
西
宮
記
／
恒
例

一
／
内
宴
、
西
裏
―
西
宮
記
／
恒
例

一
／
内
宴
裏
書
、北
―
北
山
抄
三
／
拾
遺
雑
抄

上
／
内
宴
、
北
大
―
北
山
抄
八
／
大
将
儀
／
内
宴
、文
粋
―
本
朝
文
粋
、朝
―
朝
野
群
載
、菅
―
菅
家
文
草
、
田
―
田
氏
家
集
、江
吏
―
江
吏
部
集
、

朗
詠
―
和
漢
朗
詠
集
、新
朗
―
新
撰
朗
詠
集
、兼
―
和
漢
兼
作
集
、作
―
群
書
類
従
本
作
文
大
体
、江
―
類
衆
本
系
江
談
抄
、古
―
類
題
古
詩
、河
―

河
海
抄
、御
―
御
遊
抄
、著
―
古
今
著
問
集
、栄
―
栄
花
物
語
、兵
―
兵
範
記
、古
事
―
古
事
談
、今
―
今
鏡
、山
―
山
椀
記
、長
谷
雄
―
「紀
長
谷
雄

漢
詩
文
集
並
び
に
漢
字
索
引
』

＊
「月
日
」
で
（子
）
と
注
し
た
の
は
そ
の
日
が
「子
日
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

＊
「備
考
」
で
は
、内
宴
の
存
在
の
典
拠
と
な
る
も
の
、及
び
そ
の
時
の
詩
文
を
収
載
す
る
も
の
を
挙
げ
た
。但
し
、典
拠
と
な
る
資
料
は
、時
代
の
接

す
る
も
の
に
限
り
、後
世
の
説
話
資
料
は
挙
げ
て
い
な
い
。
同
時
代
で
も
重
複
す
る
資
料
で
省
略
し
た
場
合
も
あ
る
。ま
た
、参
加
者
に
つ
い
て

も
記
す
べ
き
で
あ
る
が
、紙
幅
の
問
題
で
割
愛
し
た
。典
拠
と
し
た
資
料
は
、
「大
日
本
史
料
」
を
中
心
と
し
て
収
集
し
た
の
で
、併
せ
て
参
照
さ

れ
た
い
。

＊
見
落
と
し
も
多
い
こ
と
と
思
う
。大
方
の
御
教
授
、御
叱
正
を
賜
り
た
い
。

〔別
表
Ⅱ
・注
〕

（１
ヽ
文
粋
』所
収
の
詩
序
は
、
「続
後
』
の
記
事
と
は
岨
酷
す
る
の
で
あ
る
が
、阿
部
俊
子
氏
『歌
物
語
と
そ
の
周
辺
員
風
間
書
房
・昭
和
四
十
四

年
）第
二
編
Ｂ
「小
編
物
語
」
第

一
章
「皇
物
語
」
で
、当
年
の
作
で
あ
る
と
考
証
さ
れ
て
お
り
、今
は
そ
れ
に
従
う
。

（
２
￥
続
後
』
に
「縁
二
聖
男
不
与
一、不
レ
御
二
仁
寿
殿
■
於
二
清
涼
殿
■
垂
二
御
簾

一、覧
二
舞
妓
こ
と
あ
る
。儀
式
そ
の
も
の
は
、或
い
は
仁
寿
殿

で
挙
行
さ
れ
た
か
。

（３
）貞
観
十
年
か
ら
仁
和
三
年
ま
で
は
、貞
観
十
七
年
以
外
は
、
「菅
』
に
よ
っ
て
、詩
題
を
記
し
た
。
「菅
』
の
配
列
に
も
問
題
が
あ
ろ
う
が
、渡
辺

秀
夫
氏
「公
宴
詩
題
と
和
歌
Ｌ
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
穴
勉
誠
社
・平
成
三
年
）も
参
考
に
し
て
記
入
し
た
。元
慶
六
年
内
宴
は
、
「三
」
に
も

記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「菅
』
の
そ
の
前
後
の
配
列
か
ら
こ
の
年
の
作
と
し
た
。
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（４
￥
西
裏
」
は
、
「仁
和
薯
年
」
と
す
る
。今
は
「大
日
本
史
料
」
に
従
っ
て
仁
和
五
年
と
す
る
。

（５
）但
し
、
「北
」
は
「廿
六
日
」
と
す
る
。

（６
）
通
行
の
御
物
伝
藤
原
行
成
筆
粘
葉
装
本
で
は
、
「江
納
一一一こ
と
の
作
者
注
記
が
あ
る
。
「校
異
和
漢
朗
詠
集
』
に
よ
れ
ば
、作
者
注
記
に
つ
い
て

は
、
「紀
納
言
員
為
・延
）、
「後
江
相
公
宍
嘉
）
、詩
題
注
記
に
つ
い
て
は
、
「内
宴
停
盃
看
柳
色
序
員
嘉
・延
・京
・ヂ
・為
、但
し
、為
「内
宴
」
ナ
シ
。

京
・テ
「内
宴
「
序
」
ナ
シ
）
と
あ
る
。

（７
）但
し
、
「貞
信
公
記
』
は
「廿
二
日
」
と
す
る
。

（８
ヽ
体
源
抄
」
は
「天
慶
元
年
正
月
廿
三
日
内
宴
記
」
を
引
く
。
い」
の
書
名
が
正
し
け
れ
ば
二
十
三
日
の
挙
行
と
な
る
。

（９
Ｘ
古
』
４５
も
同
題
で
あ
る
が
、大
江
以
言
の
作
で
あ
り
、
時
代
が
合
わ
な
い
。

（Ю
）波
戸
岡
氏
は
、
「紀
」
の
「木
工
寮
於
二
綾
綺
殿
前

一立
二
舞
台

こ
に
つ
い
て
、
「場
所
は
仁
寿
殿
で
元
の
例
に
な
ら
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ

の
ほ
か
に
綾
綺
殿
の
前
に
舞
台
を
設
け
た
と
あ
っ
て
、盛
大
な
宴
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。」
と
述
べ
ら
れ
た
が
、
「北
山
抄
讐
丁
拾
遺
雑
抄

上
内
宴
条
所
引
『蔵
人
式
」
に
「木
工
寮
立
二
舞
台
東
庭

ス
当
二
綾
綺
殿
南
三
四
間
一立
レ
之
。当
二
仁
寿
殿
東
■
逼
二
綾
綺
殿
西
御
一立
レ
之
（下

略
）こ
と
あ
り
、綾
綺
殿
の
前
に
舞
台
を
設
け
る
の
は
通
例
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。但
し
、
「紀
』
が
殊
更
に
記
し
た
の
は
、
」ヽ
の
時
期
、綾
綺

殿
の
前
に
舞
台
を
立
て
る
こ
と
が
稀
で
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

（た
き
が
わ
≡
」う
じ
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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